
訪問看護第三者評価

＊愛知県看護協会は、申請のあった県内の訪問看護ステーションの運営等を第三者の立場か
ら評価し、一定基準を満たしていると認めた訪問看護ステーションについて『認定』する制度
を全国に先駆け、2022年度より開始しました。
＊第三者評価は、書面審査と訪問審査により行います。
＊第三者評価の審査には、一般社団法人全国訪問看護事業協会の『訪問看護ステーションにおける事業所自己評価のガイ
ドライン』の評価項目を活用しています。
＊訪問審査は、所定の研修を受けたサーベイヤーが事業所を訪問し、評価項目に従って公正で、中立的な立場から評価を行
います。　

　県民の皆さまに、より質の高い訪問看護を安心して利用していただく
ために、訪問看護ステーションを事業所及び利用者以外の第三者により
客観的に評価する仕組みです。

認定までの流れ
愛知県看護協会（以下協会）
ホームページから、申込用紙を
取得し、申し込む（6・12月）

 1 受審申込

訪看側と協会側で
調整後決定
（申し込み後2週間以内）

 2 受審日調整

①基本情報調査票、
②自己評価調査票を記載し、協会へ
　提出（訪問審査1か月前には提出）

3 書面審査

サーベイヤーが訪問
インタビュー、ケアプロセス
調査実施

 4 訪問審査

結果確認後、事実誤認・疑義があれば、
協会へ文書提出（2週間以内）疑義申し立て

＊「評定留保」の場合は
　改善指摘事項を通知

「認定留保」
原則3か月以内に
改善指摘事項報告書を提出

再審査「認定」

認定証

全ての項目の評価が「2」以上
であれば「認定」、*評価「1」の
項目があれば「認定留保」

 6 認定の審議
　　　（第三者評価委員会）

訪問審査終了後
6週間以内に報告 5 中間結果報告
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訪 問 看 護 総 合
支援センターの
ホームページでは
掲載以外のご案内
もしております

　

訪問看護総合支援センター
TEL:052-908-8836     houkan-shien@aichi-kangokyokai.or.jp

〒462-0825
愛知県名古屋市北区大曽根
三丁目17番20号

訪問看護第三者評価

認定ロゴマーク

受審による変化（認定事業所へのアンケート）

効果
●事業所の取り組みや成果の明確化
●改善や向上に向けて取り組むきっかけ
●質の高いサービスの提供
●事業所への信頼と安心したご利用

訪問看護ステーションが提供するサービスや
運営を第三者の立場から評価することによ
り、事業所の質向上に向けた継続的な活動を
支援する。

目的 認定事業所
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刈谷訪問看護ステーション

稲沢市民病院訪問看護ステーション　あしたば

藤田医科大学訪問看護ステーション緑

地方独立行政法人知多半島総合医療機構
訪問看護ステーションきずな（改名）

訪問看護ステーション太陽

JAあいち中央訪問看護ステーション

高浜訪問看護ステーション

津島市訪問看護ステーション

碧南市訪問看護ステーション

海南訪問看護ステーション
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認定事業所のこえ

多職種連携の再確認、記録
の統一や整理ができ、業務
を見直す機会になりました

今まで行ってきた訪問看
護サービスの質の評価が
され、嬉しかったです

認定されたことで質に
こだわる姿勢が定着し
たように感じます

訪問審査時、サーベイヤーに
時間をかけて記録を見たり、
話しを聴いてもらい、承認の
言葉で自信が持てました

第三者評価の認知度が高まることを期待しています

受審により、訪問看護サービスの向上に
つながりましたか。

思わない

思う

あまり思わない

とてもそう思う

受審により、事業所の課題発見に
つながりましたか。
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看多機の役割と設置推進の必要性

取組み

看護小規模多機能型居宅介護の設置推進および運営支援

病院・施設等から「自宅へ帰りたい」「自宅に帰るのは不安」に対応できる
のが看多機です。より高齢化に拍車がかかる時代において、在宅療養
の限界点を上げる看多機は住民ニーズに応えます。

❶看多機の周知活動：シンポジウムの開催、広報誌での紹介、病院等への情報発信
❷看多機の利用の促進（情報提供）：ホームページで愛知県内の看多機を紹介
❸看多機事業所間のネットワークの構築：交流会の開催、「あいち看多機ネット」での情報交換と交流
❹看多機の設置支援：愛知県内市町村の看多機公募情報の提供、開設希望者の相談支援

（医療機関における看多機利用調査2026.1）

デイサービス 泊り看護小規模
多機能型
居宅介護

訪問看護 訪問介護

患者・家族が希望しなかった

介護支援専門員の理解が
得られなかった（0%）

看多機に空きがなかった

利用したい地域に看多機がなかった

受け入れ拒否された

必要な医療行為に対応して
いただけなかった

11.1%
11.1%

66.7%

33.3%

33.3%

利用したいと思ったができなかった理由について
お聞かせください（9件回答・複数回答）
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看多機設置数年次推移

4年間で
1.6倍に増加、
でも地域偏在

総合支援センター
のご案内

訪問看護
第２版

e‒AICHI　
出会い（encounter）や

学び（education）を通し

全ての看護職（All nurses）が

感動（Impression）を分かち合い

チャレンジ（Challenge）精神を持って

自らの人間性（Humanity）を高め

県民の健康と幸福に繋がる看護の心を

発信（Information）する場所

2025年7月新会館へ移転



県民の皆さまへ

「新人同行訪問指導者」
「訪問看護管理アドバイザー」派遣事業とは？

訪問看護師として初めて働きだした新人看護師
さんに経験豊かな指導者が同行訪問して、事業
所の「人材の確保・教育」のサポートをします。

新人同行訪問指導者派遣

病院勤務の時と違って、
一人で訪問するので不安…

新
人

新
人

訪問看護総合支援センターに
ご相談（申し込み）ください。
経験豊かな訪問看護師を派遣し、
同行してサポートします。

新人の方の不安な気持ちが少しでも自信に
変わるよう、後押し（支援）します。お任せを‼

利用者の方により良い看護を
提供でき、訪問看護師として
長く働けたらうれしいです。

同
行
訪
問

指
導
者

訪問看護総合支援センターに
ご相談（申し込み）ください。
看護管理の経験のある
アドバイザーを派遣します。

管理者といっても
分からないことが多いまま⁉

訪
問
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護
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業
所
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理
者

訪問看護事業所の「健全な経営」ができるよう
看護管理の経験のある訪問看護管理アドバイ
ザーを派遣して、管理者さんと一緒に考え・支援
していきます。

訪問看護管理アドバイザー派遣

概念図

訪問看護の基盤強化と質の向上

連　携
愛知県訪問看護ステーション協議会

愛知県看護協会

愛知県ナースセンター

県・市町村

関係団体
（医師会・歯科医師会・
薬剤師会・教育機関・病院等）

訪問看護総合支援センターのご案内
派遣事業でできること
　訪問看護は、高齢者・医療を必要とする在宅療養者の「いのちと生活」

を守るのに欠かせないサービスになっています。

　訪問看護事業所が長く継続運営するためには、「人材の確保・教育」と「管理者のマネージ

メントスキル」が必要です。訪問看護総合支援センターでは、「新人同行訪問指導者」と「訪問

看護管理アドバイザー」の派遣事業を行い、管理者さんや新人看護師さんを支援しています。
　愛知県補助金事業です。無料でご利用いただけます。

訪問看護ステーションへの派遣事業

事業所の現状を伺いながら管理者の方がより
良い方策を見出し、取組めるように支援します。
利用者・職員のために一緒に考えましょう‼

訪問看護事業所の管理者
として自信とやりがいを
もてるとよいですね。

訪
問
看
護
管
理

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

　県民の皆さまが最期まで住み慣れた地域や場所で「いのち・
暮らし・尊厳をまもり支える看護」をお届けするために、訪問
看護ステーションがあります。訪問看護総合支援センターは、
訪問看護ステーションが、良質な訪問看護サービスを提供し
続けられるよう、支援をしています。

訪問看護総合支援センター

　厚生労働省では、2040年とその先の医療ニーズ・人口構造を見据え、

すべての地域・世代の人 が々適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に

応じて入院し、日常生活に戻ることができる医療提供体制〈「治す医療」と「治し支える医療」〉の構築を

目指しています。また、日本看護協会は2025年に「看護の変革『看護の将来ビジョン2040』いのち・

暮らし・尊厳をまもり支える看護」を公表し、社会・医療の変容を踏まえ、看護が進むべき方向性や

すべきことを明示しました。訪問看護ステーションは、2010年5,674か所から2025年には19,314か所

まで増加しています。その一方で、毎年新規開設の約1割に相当する事業所が経営難や人材不足により

休廃止に追い込まれる状況にあります。

　質の高い訪問看護を提供するためには、訪問看護ステーションの機能強化と経営の安定化が必要

です。訪問看護総合支援センターは、これらの課題に一体的かつ総合的に取り組む拠点となるために

2021年から活動しています。

役割

事業内容
❶ 県民の皆さまへ訪問看護の周知、相談
❷ 訪問看護ステーションからの相談対応 
❸ 訪問看護師の養成・人材育成
　　（管理者養成研修、訪看実習指導者研修等）

❹ 訪問看護ステーションの質の向上 
　　（訪問看護第三者評価、サーベイヤー養成）

❺ 訪問看護ステーションの経営基盤整備支援 
　　（管理アドバイザー・新人同行訪問指導者派遣）

❻ 地域連携・ネットワーク化の推進
❼ 看多機の設置推進および相談支援

訪問看護ステーションの皆さまへ

制度の疑問、日々 の業務やサービス提供の仕方など、ちょっ
としたお悩みにも、管理者経験のある職員が相談にのって
います。

訪問看護の利用方法やサービスの内容、療養や介護に関
する困りごとなど、わかりやすく説明したり、相談にのったり
しています。

相談専用フォームはこちら▶

相談窓口をご利用ください
訪問看護に関する疑問・質問・お悩みなど

無料

（2025年1～12月）

相談内容と件数
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年間約280件

●開設や事業運営　●制度・報酬　●教育・研修　●訪問業務
●訪問看護の利用方法　●看多機の開設・運営 など

報酬や加算のわかりやすい説明で、
スムーズに請求業務ができました

ゆっくり話を聴いてもらえて、モヤモヤして
いたことがすっきりして良かった

管理者としての自覚を
持てました

派遣事業利用後 派遣事業利用後

訪問看護師としての自信に
つながりました

訪
問
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護

事
業
所
管
理
者

●訪問看護職員の定着促進
●看護管理者支援
●地域ニーズに対応する事業運
　営の強化
●地域内の病院と事業所の連携
●継続的な事業運営の実現

事業所運営・
経営の基盤強化

●訪問看護第三者評価の推進
●生涯教育、研修体制の整備と活
　用（訪問看護師のための生涯学
　習ガイド）
●管理者の育成
●在宅領域における専門性の高い
　看護師の活用

訪問看護の質の向上

●地域ニーズに応じた包括
　的なケアの提供：看多機
　の設置推進と運営体制の
　支援
●業務の効率化を図る
　DX化について情報発信

訪問看護の機能拡大人
材
確
保・育
成  

事
業
継
続



県民の皆さまへ

「新人同行訪問指導者」
「訪問看護管理アドバイザー」派遣事業とは？

訪問看護師として初めて働きだした新人看護師
さんに経験豊かな指導者が同行訪問して、事業
所の「人材の確保・教育」のサポートをします。

新人同行訪問指導者派遣

病院勤務の時と違って、
一人で訪問するので不安…

新
人

新
人

訪問看護総合支援センターに
ご相談（申し込み）ください。
経験豊かな訪問看護師を派遣し、
同行してサポートします。

新人の方の不安な気持ちが少しでも自信に
変わるよう、後押し（支援）します。お任せを‼

利用者の方により良い看護を
提供でき、訪問看護師として
長く働けたらうれしいです。

同
行
訪
問

指
導
者

訪問看護総合支援センターに
ご相談（申し込み）ください。
看護管理の経験のある
アドバイザーを派遣します。

管理者といっても
分からないことが多いまま⁉

訪
問
看
護

事
業
所
管
理
者

訪問看護事業所の「健全な経営」ができるよう
看護管理の経験のある訪問看護管理アドバイ
ザーを派遣して、管理者さんと一緒に考え・支援
していきます。

訪問看護管理アドバイザー派遣

概念図

訪問看護の基盤強化と質の向上

連　携
愛知県訪問看護ステーション協議会

愛知県看護協会

愛知県ナースセンター

県・市町村

関係団体
（医師会・歯科医師会・
薬剤師会・教育機関・病院等）

訪問看護総合支援センターのご案内
派遣事業でできること
　訪問看護は、高齢者・医療を必要とする在宅療養者の「いのちと生活」

を守るのに欠かせないサービスになっています。

　訪問看護事業所が長く継続運営するためには、「人材の確保・教育」と「管理者のマネージ

メントスキル」が必要です。訪問看護総合支援センターでは、「新人同行訪問指導者」と「訪問

看護管理アドバイザー」の派遣事業を行い、管理者さんや新人看護師さんを支援しています。
　愛知県補助金事業です。無料でご利用いただけます。

訪問看護ステーションへの派遣事業

事業所の現状を伺いながら管理者の方がより
良い方策を見出し、取組めるように支援します。
利用者・職員のために一緒に考えましょう‼

訪問看護事業所の管理者
として自信とやりがいを
もてるとよいですね。

訪
問
看
護
管
理

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

　県民の皆さまが最期まで住み慣れた地域や場所で「いのち・
暮らし・尊厳をまもり支える看護」をお届けするために、訪問
看護ステーションがあります。訪問看護総合支援センターは、
訪問看護ステーションが、良質な訪問看護サービスを提供し
続けられるよう、支援をしています。

訪問看護総合支援センター

　厚生労働省では、2040年とその先の医療ニーズ・人口構造を見据え、

すべての地域・世代の人 が々適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に

応じて入院し、日常生活に戻ることができる医療提供体制〈「治す医療」と「治し支える医療」〉の構築を

目指しています。また、日本看護協会は2025年に「看護の変革『看護の将来ビジョン2040』いのち・

暮らし・尊厳をまもり支える看護」を公表し、社会・医療の変容を踏まえ、看護が進むべき方向性や

すべきことを明示しました。訪問看護ステーションは、2010年5,674か所から2025年には19,314か所

まで増加しています。その一方で、毎年新規開設の約1割に相当する事業所が経営難や人材不足により

休廃止に追い込まれる状況にあります。

　質の高い訪問看護を提供するためには、訪問看護ステーションの機能強化と経営の安定化が必要

です。訪問看護総合支援センターは、これらの課題に一体的かつ総合的に取り組む拠点となるために

2021年から活動しています。

役割

事業内容
❶ 県民の皆さまへ訪問看護の周知、相談
❷ 訪問看護ステーションからの相談対応 
❸ 訪問看護師の養成・人材育成
　　（管理者養成研修、訪看実習指導者研修等）

❹ 訪問看護ステーションの質の向上 
　　（訪問看護第三者評価、サーベイヤー養成）

❺ 訪問看護ステーションの経営基盤整備支援 
　　（管理アドバイザー・新人同行訪問指導者派遣）

❻ 地域連携・ネットワーク化の推進
❼ 看多機の設置推進および相談支援

訪問看護ステーションの皆さまへ

制度の疑問、日々 の業務やサービス提供の仕方など、ちょっ
としたお悩みにも、管理者経験のある職員が相談にのって
います。

訪問看護の利用方法やサービスの内容、療養や介護に関
する困りごとなど、わかりやすく説明したり、相談にのったり
しています。

相談専用フォームはこちら▶

相談窓口をご利用ください
訪問看護に関する疑問・質問・お悩みなど

無料

（2025年1～12月）
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報酬や加算のわかりやすい説明で、
スムーズに請求業務ができました

ゆっくり話を聴いてもらえて、モヤモヤして
いたことがすっきりして良かった

管理者としての自覚を
持てました

派遣事業利用後 派遣事業利用後

訪問看護師としての自信に
つながりました
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●訪問看護職員の定着促進
●看護管理者支援
●地域ニーズに対応する事業運
　営の強化
●地域内の病院と事業所の連携
●継続的な事業運営の実現

事業所運営・
経営の基盤強化

●訪問看護第三者評価の推進
●生涯教育、研修体制の整備と活
　用（訪問看護師のための生涯学
　習ガイド）
●管理者の育成
●在宅領域における専門性の高い
　看護師の活用

訪問看護の質の向上

●地域ニーズに応じた包括
　的なケアの提供：看多機
　の設置推進と運営体制の
　支援
●業務の効率化を図る
　DX化について情報発信

訪問看護の機能拡大人
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県民の皆さまへ
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訪問看護第三者評価

＊愛知県看護協会は、申請のあった県内の訪問看護ステーションの運営等を第三者の立場か
ら評価し、一定基準を満たしていると認めた訪問看護ステーションについて『認定』する制度
を全国に先駆け、2022年度より開始しました。
＊第三者評価は、書面審査と訪問審査により行います。
＊第三者評価の審査には、一般社団法人全国訪問看護事業協会の『訪問看護ステーションにおける事業所自己評価のガイ
ドライン』の評価項目を活用しています。
＊訪問審査は、所定の研修を受けたサーベイヤーが事業所を訪問し、評価項目に従って公正で、中立的な立場から評価を行
います。　

　県民の皆さまに、より質の高い訪問看護を安心して利用していただく
ために、訪問看護ステーションを事業所及び利用者以外の第三者により
客観的に評価する仕組みです。

認定までの流れ
愛知県看護協会（以下協会）
ホームページから、申込用紙を
取得し、申し込む（6・12月）

 1 受審申込

訪看側と協会側で
調整後決定
（申し込み後2週間以内）

 2 受審日調整

①基本情報調査票、
②自己評価調査票を記載し、協会へ
　提出（訪問審査1か月前には提出）

3 書面審査

サーベイヤーが訪問
インタビュー、ケアプロセス
調査実施

 4 訪問審査

結果確認後、事実誤認・疑義があれば、
協会へ文書提出（2週間以内）疑義申し立て

＊「評定留保」の場合は
　改善指摘事項を通知

「認定留保」
原則3か月以内に
改善指摘事項報告書を提出

再審査「認定」

認定証

全ての項目の評価が「2」以上
であれば「認定」、*評価「1」の
項目があれば「認定留保」

 6 認定の審議
　　　（第三者評価委員会）

訪問審査終了後
6週間以内に報告 5 中間結果報告

2026年3月発行

訪 問 看 護 総 合
支援センターの
ホームページでは
掲載以外のご案内
もしております

　

訪問看護総合支援センター
TEL:052-908-8836     houkan-shien@aichi-kangokyokai.or.jp

〒462-0825
愛知県名古屋市北区大曽根
三丁目17番20号

訪問看護第三者評価

認定ロゴマーク

受審による変化（認定事業所へのアンケート）

効果
●事業所の取り組みや成果の明確化
●改善や向上に向けて取り組むきっかけ
●質の高いサービスの提供
●事業所への信頼と安心したご利用

訪問看護ステーションが提供するサービスや
運営を第三者の立場から評価することによ
り、事業所の質向上に向けた継続的な活動を
支援する。

目的 認定事業所
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刈谷訪問看護ステーション

稲沢市民病院訪問看護ステーション　あしたば

藤田医科大学訪問看護ステーション緑

地方独立行政法人知多半島総合医療機構
訪問看護ステーションきずな（改名）

訪問看護ステーション太陽

JAあいち中央訪問看護ステーション

高浜訪問看護ステーション

津島市訪問看護ステーション

碧南市訪問看護ステーション

海南訪問看護ステーション

事業所名 認定日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

認定事業所のこえ

多職種連携の再確認、記録
の統一や整理ができ、業務
を見直す機会になりました

今まで行ってきた訪問看
護サービスの質の評価が
され、嬉しかったです

認定されたことで質に
こだわる姿勢が定着し
たように感じます

訪問審査時、サーベイヤーに
時間をかけて記録を見たり、
話しを聴いてもらい、承認の
言葉で自信が持てました

第三者評価の認知度が高まることを期待しています

受審により、訪問看護サービスの向上に
つながりましたか。

思わない

思う

あまり思わない

とてもそう思う

受審により、事業所の課題発見に
つながりましたか。

思わない

思う

あまり思わない

とてもそう思う80%

60%

20%

40%

看多機の役割と設置推進の必要性

取組み

看護小規模多機能型居宅介護の設置推進および運営支援

病院・施設等から「自宅へ帰りたい」「自宅に帰るのは不安」に対応できる
のが看多機です。より高齢化に拍車がかかる時代において、在宅療養
の限界点を上げる看多機は住民ニーズに応えます。

❶看多機の周知活動：シンポジウムの開催、広報誌での紹介、病院等への情報発信
❷看多機の利用の促進（情報提供）：ホームページで愛知県内の看多機を紹介
❸看多機事業所間のネットワークの構築：交流会の開催、「あいち看多機ネット」での情報交換と交流
❹看多機の設置支援：愛知県内市町村の看多機公募情報の提供、開設希望者の相談支援

（医療機関における看多機利用調査2026.1）
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多機能型
居宅介護

訪問看護 訪問介護

患者・家族が希望しなかった

介護支援専門員の理解が
得られなかった（0%）

看多機に空きがなかった
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全ての看護職（All nurses）が
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県民の健康と幸福に繋がる看護の心を

発信（Information）する場所
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効果
●事業所の取り組みや成果の明確化
●改善や向上に向けて取り組むきっかけ
●質の高いサービスの提供
●事業所への信頼と安心したご利用

訪問看護ステーションが提供するサービスや
運営を第三者の立場から評価することによ
り、事業所の質向上に向けた継続的な活動を
支援する。

目的 認定事業所
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刈谷訪問看護ステーション

稲沢市民病院訪問看護ステーション　あしたば

藤田医科大学訪問看護ステーション緑

地方独立行政法人知多半島総合医療機構
訪問看護ステーションきずな（改名）

訪問看護ステーション太陽

JAあいち中央訪問看護ステーション

高浜訪問看護ステーション

津島市訪問看護ステーション

碧南市訪問看護ステーション

海南訪問看護ステーション
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認定事業所のこえ

多職種連携の再確認、記録
の統一や整理ができ、業務
を見直す機会になりました

今まで行ってきた訪問看
護サービスの質の評価が
され、嬉しかったです

認定されたことで質に
こだわる姿勢が定着し
たように感じます

訪問審査時、サーベイヤーに
時間をかけて記録を見たり、
話しを聴いてもらい、承認の
言葉で自信が持てました

第三者評価の認知度が高まることを期待しています

受審により、訪問看護サービスの向上に
つながりましたか。

思わない

思う

あまり思わない

とてもそう思う

受審により、事業所の課題発見に
つながりましたか。
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看多機の役割と設置推進の必要性

取組み

看護小規模多機能型居宅介護の設置推進および運営支援

病院・施設等から「自宅へ帰りたい」「自宅に帰るのは不安」に対応できる
のが看多機です。より高齢化に拍車がかかる時代において、在宅療養
の限界点を上げる看多機は住民ニーズに応えます。

❶看多機の周知活動：シンポジウムの開催、広報誌での紹介、病院等への情報発信
❷看多機の利用の促進（情報提供）：ホームページで愛知県内の看多機を紹介
❸看多機事業所間のネットワークの構築：交流会の開催、「あいち看多機ネット」での情報交換と交流
❹看多機の設置支援：愛知県内市町村の看多機公募情報の提供、開設希望者の相談支援

（医療機関における看多機利用調査2026.1）

デイサービス 泊り看護小規模
多機能型
居宅介護

訪問看護 訪問介護

患者・家族が希望しなかった

介護支援専門員の理解が
得られなかった（0%）

看多機に空きがなかった

利用したい地域に看多機がなかった

受け入れ拒否された

必要な医療行為に対応して
いただけなかった

11.1%
11.1%
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33.3%

利用したいと思ったができなかった理由について
お聞かせください（9件回答・複数回答）
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看多機設置数年次推移

4年間で
1.6倍に増加、
でも地域偏在

総合支援センター
のご案内

訪問看護
第２版

e‒AICHI　
出会い（encounter）や

学び（education）を通し

全ての看護職（All nurses）が

感動（Impression）を分かち合い

チャレンジ（Challenge）精神を持って

自らの人間性（Humanity）を高め

県民の健康と幸福に繋がる看護の心を

発信（Information）する場所

2025年7月新会館へ移転


